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別記様式（第２条関係） 

会   議   録 （要 旨） 

会 議 名 庁 議 

開 催 日 時 令和２年４月２７日（月）午前１０時２０分～午前１０時４５分 

開 催 場 所 ３０１会議室 

出席者及び 

欠 席 者 

出席者：市長、副市長、教育長、企画財政部長、総務部長、市民部長、

協働推進部長、協働推進部環境担当部長、健康福祉部長、健康

福祉部高齢・障害担当部長、子ども家庭部長、都市整備部長、

都市整備部建設管理担当部長、教育部長、議会事務局長、会計

管理者 

欠席者：教育部学校教育担当部長 

議 題 
１ 令和２年第２回市議会定例会提出議案について 

２ その他 

結 論 
（ 決 定 し た 方
針、残された問
題点、保留事項

等を記載する。） 

議題１：提案のとおり提出議案として決定する。 

議題２：第２回市議会定例会の招集期日は、６月５日（金）である。 

審 議 経 過 
（主な意見等を

原則として発言
順に記載し、同
一内容は一つに

まとめる。) 
 
（発言者） 

○印=構成員 
●印=説明員 
 

議題１ 令和２年第２回市議会定例会提出議案について 

⑴ 専決処分の承認を求めることについて 

（市民部長説明） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規

定に基づき、議会を招集する時間的余裕がなく専決処分したので、

同条第３項の規定により報告し、承認を求める。 

地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第５号）が令

和２年３月３１日に公布され、令和２年４月１日から施行される

ことに伴い、武蔵村山市税賦課徴収条例（昭和２６年村山村条例

第１０号）等の一部を改正したものである。 

個人市民税については、優良住宅地の造成等のために土地等を

譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例等について、適用

期限を３年延長するものである。 

固定資産税については、固定資産税の課税標準の特例措置の廃

止等について、法律改正に合わせて規定を整備するものである。 

市たばこ税については、輸出等に係る課税免除の手続について、

書類の保存を前提に添付書類を不要にするなど簡素化を図るもの

である。 

施行期日については、令和２年４月１日からとする。 

なお、専決処分年月日は令和２年３月３１日、専決番号は令和

２年専決第２号である。 

（結 論） 
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提出議案として決定する。 

 

 ⑵ 専決処分の承認を求めることについて 

（市民部長説明） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規

定に基づき、議会を招集する時間的余裕がなく専決処分したので、

同条第３項の規定により報告し、承認を求める。 

地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第５号）が令

和２年３月３１日に公布され、令和２年４月１日から施行される

ことに伴い、法律改正に合わせて都市計画税の課税標準の特例に

係る規定の整備を行う必要が生じたことから、武蔵村山市都市計

画税条例（昭和３９年村山町条例第３２号）の一部を改正したも

のである。 

施行期日については、令和２年４月１日からとする。 

なお、専決処分年月日は令和２年３月３１日、専決番号は令和

２年専決第３号である。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

 ⑶ 専決処分の承認を求めることについて 

（市民部長説明） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規

定に基づき、議会を招集する時間的余裕がなく専決処分したので、

同条第３項の規定により報告し、承認を求める。 

地方税法施行令の一部を改正する政令（令和２年政令第１０９

号）が令和２年３月３１日に公布され、令和２年４月１日から施

行されることに伴い、国民健康保険税の課税限度額及び国民健康

保険税の減額措置に係る軽減判定所得の算定方法に変更が生じる

ことから、武蔵村山市国民健康保険税賦課徴収条例（昭和３４年

村山町条例第２０号）の一部を改正したものである。 

施行期日については、令和２年４月１日からとする。 

なお、専決処分年月日は令和２年３月３１日、専決番号は令和

２年専決第４号である。 

  （結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⑷ 令和２年度武蔵村山市一般会計補正予算（第２号） 

（企画財政部長説明） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規
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定により、本案を提出する。 

内容等については、現在精査中である。 

なお、新型コロナウイルス感染症対策として緊急に実施する必

要のある事業については、本案件とは別に予算編成をする予定で

ある。新型コロナウイルス感染症対策に関する予算を編成するこ

とが決定した場合は、本案件については３号補正に切り替わる。

また、新たに２号補正を専決する場合には、専決処分の承認を求

める議案を提出することになるが、その場合は持ち回り決裁で行

わせていただく。 

  （結 論） 

提出議案として決定する。 

 

  ⑸ 令和２年度武蔵村山市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１

号） 

（市民部長説明） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規

定により、本案を提出する。 

内容等については、現在精査中である。 

  （結 論） 

提出議案として決定する。 

 

 ⑹ 武蔵村山市税賦課徴収条例の一部を改正する条例 

（市民部長説明） 

地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第５号）が令

和２年３月３１日に公布されたことに伴い、武蔵村山市税賦課徴

収条例の一部を改正する必要があるので、本案を提出する。 

個人市民税については、全てのひとり親家庭に対して公平な税

制を実現する観点から、未婚のひとり親に対する税制上の措置及

び寡婦（寡夫）控除の見直しを図るものである。 

法人市民税については、法人税法において通算法人ごとに申告

等を行う制度に変更することに伴い、規定を整備するものである。 

固定資産税については、所有者不明土地等に係る課題への対応

として、現に所有している者の申告の制度化及び使用者を所有者

とみなす制度の拡大を図るものである。 

市たばこ税については、軽量な葉巻たばこについて、紙巻たば

こと同等の税負担となるよう、課税方式を見直すものである。 

その他については、租税特別措置法の延滞金等の特例規定の改

正に伴う規定の整備及び所要の規定の整備を行うものである。 

 施行期日については、公布の日からとする。ただし、個人市民



 

- 4 - 

税及び租税特別措置法の延滞金等の特例規定の改正に伴う規定の

整備については令和３年１月１日に、法人市民税については令和

４年４月１日に、市たばこ税については令和２年１０月１日及び

令和３年１０月１日に施行する。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

 ⑺ 武蔵村山市事務手数料条例の一部を改正する条例 

（市民部長説明） 

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の

向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等

における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する

法律（令和元年法律第１６号）の一部の施行に伴い、規定を整備

する必要があるので、本案を提出する。 

武蔵村山市事務手数料条例（平成１２年武蔵村山市条例第１５

号）第２条関係の別表中「３０ 通知カードの再交付 １枚につき

５００円」を削除するものである。 

施行期日については、公布の日からとする。 

 （結 論） 

提出議案として決定する。 

 

 ⑻ 武蔵村山市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

（市民部長説明） 

国の新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策（第２弾）

により、規定を整備する必要があるので、本案を提出する。 

労働者が新型コロナウイルスに感染した場合（発熱等の症状が

あり感染が疑われる場合は含む。）に休みやすい環境を整備する必

要があることから、傷病手当金の支給について規定するものであ

る。 

施行期日については、公布の日からとする。ただし、第７条の

３から第７条の５の改正規定については、令和２年１月１日から

適用する。 

 （結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⑼ 武蔵村山市国民健康保険税賦課徴収条例の一部を改正する条例 

（市民部長説明） 

租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３５条の３の施

行に伴い、規定を整備する必要があるので、本案を提出する。 
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所得税法等の一部を改正する法律が令和２年３月３１日に公布

され、令和３年度分の国民健康保険税の賦課から、低未利用土地

等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除について適用するも

のである。 

施行期日については、令和３年１月１日からとする。 

 （結 論） 

提出議案として決定する。 

 

【追加予定】 

⑴ 第五中学校特別教室等及び屋内運動場空調設備設置工事の請負

契約について 

（総務部長説明） 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条

例（昭和３９年村山町条例第１号）第２条の規定により、議会の

議決に付する必要があるので、本案を提出する。 

概算額は２１８,０００,０００円で、設計金額については現在

算定中である。 

工事概要は、校舎（地上４階建て延床面積５，８７９㎡）につ

いては、既存集中暖房設備を一部撤去し、特別教室等２６室に空

調設備、換気設備を設置するものである。 

屋内運動場（平屋建て延床面積１，２４５㎡）については、ス

ポット型空調設備を８台設置する建築・電気設備・機械設備の工

事をするものである。 

工期限については、議決のあった日の翌日から令和２年１１月

下旬までである。 

 （結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⑵～⒁ 農業委員会委員の任命について 

（企画財政部長説明） 

農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条

第１項により、本案を提出する。 

農業委員会の委員が、令和２年７月１９日付で任期満了となる

ので、新たな農業委員を任命するものである。 

農業委員会委員の任期については、令和２年７月２０日から令

和５年７月１９日までである。 

 （結 論） 

提出議案として決定する。 
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【報告事項】 

⑴ 専決処分の報告について 

（建設管理担当部長説明） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規

定により議会において指定されている事項について、専決処分し

たので、同条第２項の規定により報告する。 

令和２年２月２９日（土）、午前７時１５分頃、中藤四丁目の民

家から自動車が出庫したところ、当該地先に設置されていた市道

のＵ字側溝コンクリート蓋が割れたため、当該自動車の左前輪が

脱輪して、フェンダーを損傷したことに伴い、市の管理瑕疵に係

る損害額６５，４０２円を支払うものである。 

なお、令和２年４月１６日付で示談が成立している。 

 （結 論） 

報告事項として決定する。 

 

⑵ 繰越明許費繰越計算書について 

（企画財政部長説明） 

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２

項の規定により、報告する。 

令和元年度から令和２年度に繰り越した繰越明許費について、

繰越計算書を調製し、これを議会に報告するものである。 

 （結 論） 

報告事項として決定する。 

 

⑶ 事故繰越し繰越計算書について 

（企画財政部長説明） 

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５０条第３

項の規定により、報告する。 

令和元年度から令和２年度に繰り越した事故繰越しについて、

繰越計算書を調製し、これを議会に報告するものである。 

 （結 論） 

報告事項として決定する。 

 

【提出事項】 

⑴ 武蔵村山市土地開発公社の経営状況を説明する書類の提出につ

いて 

（都市整備部長説明） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項

の規定により、提出する。 
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提出書類は、令和元事業年度武蔵村山市土地開発公社決算書（事

業報告書・財務諸表）及び令和２事業年度武蔵村山市土地開発公

社予算書である。 

 （結 論） 

提出事項として決定する。 

   

議題２ その他 

 令和２年第２回市議会定例会の招集期日について 

令和２年第２回市議会定例会の招集期日は６月５日（金）である。 

 

会議録の開示 

・非開示の別 

☑開  示 

□一部開示（根拠法令等：                   ） 

□非 開 示（根拠法令等：                   ） 
 

庶務担当課  企画財政部 企画政策課（内線：３７４） 

（日本工業規格Ａ列４番） 


